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第

十

四

号

議

案 

  

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

   
 

平

成

二

十

九

年

二

月

二

十

一

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 
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江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 
（

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

改

正

） 
第

一

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

四

十

年

一

月

江

戸

川

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

 

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

三

十

六

条

第

一

項

中

「

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

を

「

す

る

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

五

条

第

二

項

中

「

所

有

者

」

の

下

に

「

又

は

使

用

者

」

を

加

え

、

「

第

三

十

八

条

第

一

号

又

は

法

第

四

百

四

十

三

条

」

を

「

法

第

四

百

四

十

三

条

又

は

第

三

十

八

条

第

一

号

」

に

、

「

同

様

」

を

「

、

同

様

」

に

改

め

、

同

条

第

九

項

中

「

、

又

は

当

該

」

を

「

、

当

該

」

に

、

「

若

し

く

は

」

を

「

又

は

」

に

改

め

、

同

条

第

十

一

項

中

「

き

損

し

」

を

「

毀

損

し

」

に

、

「

の

き

損

」

を

「

の

毀

損

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

六

条

第

一

項

中

「

各

号

の

一

」

を

「

各

号

の

い

ず

れ

か

」

に

、

「

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

を

「

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

六

条

の

二

第

一

項

中

「

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

を

「

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

年

令

」

を

「

年

齢

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

納

期

限

前

七

日

」

を

「

納

期

限

」

に

改

め

る

。 

 
 

付

則

第

三

条

の

五

の

二

第

一

項

中

「

平

成

四

十

一

年

度

」

を

「

平

成

四

十

三

年

度

」

に

、

「

平

成

三

十

一

年

」

を

「

平

成

三

十

三

年

」

に

改

め

る

。 

 
 

付

則

第

六

条

第

一

項

中

「

上

欄

に

掲

げ

る

」

の

下

に

「

同

項

の

」

を

加

え

、

同

項

の

表

第
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三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

の

項

中

「

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

」

を

「

第

二

号

イ

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

規

定

す

る

」

を

「

掲

げ

る

」

に

、

「

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

」

を

「

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

」

に

、

「

に

お

い

て

、

平

成

二

十

八

年

度

分

」

を

「

に

は

、

平

成

二

十

九

年

度

分

」

に

改

め

、

「

上

欄

に

掲

げ

る

」

の

下

に

「

同

項

の

」

を

加

え

、

同

項

の

表

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

の

項

中

「

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

」

を

「

第

二

号

イ

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

規

定

す

る

」

を

「

掲

げ

る

」

に

、

「

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

」

を

「

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

」

に

、

「

に

お

い

て

、

平

成

二

十

八

年

度

分

」

を

「

に

は

、

平

成

二

十

九

年

度

分

」

に

改

め

、

「

上

欄

に

掲

げ

る

」

の

下

に

「

同

項

の

」

を

加

え

、

同

項

の

表

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

の

項

中

「

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

」

を

「

第

二

号

イ

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

規

定

す

る

」

を

「

掲

げ

る

」

に

、

「

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

」

を

「

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

」

に

、

「

に

お

い

て

、

平

成

二

十

八

年

度

分

」

を

「

に

は

、

平

成

二

十

九

年

度

分

」

に

改

め

、

「

上

欄

に

掲

げ

る

」

の

下

に

「

同

項

の

」

を

加

え

、

同

項

の

表

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

の

項

中

「

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

」

を

「

第

二

号

イ

に

改

め

る

。 

第

二

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

三

十

七

条

第

一

項

及

び

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

」 」 」 
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軽

自

動

車

税

は

、

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

し

、

当

該

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

に

環

境

性

能

割

に

よ

つ

て

、

軽

自

動

車

等

に

対

し

、

当

該

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

に

種

別

割

に

よ

つ

て

課

す

る

。 

 

２ 
前

項

に

規

定

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

に

は

、

法

第

四

百

四

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

者

を

含

ま

な

い

も

の

と

す

る

。 

 
 

第

三

十

七

条

第

三

項

中

「

第

四

百

四

十

三

条

第

一

項

」

を

「

第

四

百

四

十

五

条

第

一

項

」

に

、

「

に

よ

つ

て

軽

自

動

車

税

」

を

「

に

よ

り

種

別

割

」

に

、

「

に

お

い

て

は

」

を

「

に

は

、

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

も

の

」

を

「

軽

自

動

車

等

に

改

め

る

。 

 
 

第

三

十

七

条

の

二

を

第

三

十

七

条

の

三

と

し

、

第

三

十

七

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

 
 

（

軽

自

動

車

税

の

み

な

す

課

税

） 

 

第

三

十

七

条

の

二 

軽

自

動

車

等

の

売

買

契

約

に

お

い

て

売

主

が

当

該

軽

自

動

車

等

の

所

有

権

を

留

保

し

て

い

る

場

合

に

は

、

軽

自

動

車

税

の

賦

課

徴

収

に

つ

い

て

は

、

買

主

を

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

（

以

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

」

と

い

う

。

）

又

は

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

と

み

な

し

て

、

軽

自

動

車

税

を

課

す

る

。 

 

２ 

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

売

買

契

約

に

係

る

軽

自

動

車

等

に

つ

い

て

、

買

主

の

変

更

が

あ

つ

た

と

き

は

、

新

た

に

買

主

と

な

る

者

を

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

又

は

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

と

み

な

し

て

、

軽

自

動

車

税

を

課

す

る

。 

」 
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３ 

法

第

四

百

四

十

四

条

第

三

項

に

規

定

す

る

販

売

業

者

等

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

販

売

業

者

等

」

と

い

う

。

）

が

、

そ

の

製

造

に

よ

り

取

得

し

た

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

又

は

そ

の

販

売

の

た

め

そ

の

他

運

行

（

道

路

運

送

車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）

第

二

条

第

五

項

に

規

定

す

る

運

行

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

以

外

の

目

的

に

供

す

る

た

め

取

得

し

た

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

つ

い

て

、

当

該

販

売

業

者

等

が

、

法

第

四

百

四

十

四

条

第

三

項

に

規

定

す

る

車

両

番

号

の

指

定

を

受

け

た

場

合

（

当

該

車

両

番

号

の

指

定

前

に

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

売

買

契

約

の

締

結

が

行

わ

れ

た

場

合

を

除

く

。

）

に

は

、

当

該

販

売

業

者

等

を

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

と

み

な

し

て

、

環

境

性

能

割

を

課

す

る

。 

 

４ 

法

の

施

行

地

外

で

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

を

取

得

し

た

者

が

、

当

該

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

を

法

の

施

行

地

内

に

持

ち

込

ん

で

運

行

の

用

に

供

し

た

場

合

に

は

、

当

該

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

を

運

行

の

用

に

供

す

る

者

を

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

と

み

な

し

て

、

環

境

性

能

割

を

課

す

る

。 

 
 

第

三

十

八

条

の

次

に

次

の

六

条

を

加

え

る

。 

 
 

（

環

境

性

能

割

の

課

税

標

準

） 

 

第

三

十

八

条

の

二 

環

境

性

能

割

の

課

税

標

準

は

、

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

の

た

め

に

通

常

要

す

る

価

額

と

し

て

施

行

規

則

第

十

五

条

の

十

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

算

定

し

た

金

額

と

す

る

。 

 
 

（

環

境

性

能

割

の

税

率

） 
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第

三

十

八

条

の

三 

次

の

各

号

に

掲

げ

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

し

て

課

す

る

環

境

性

能

割

の

税

率

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

率

と

す

る

。 

 
 

一 

法

第

四

百

五

十

一

条

第

一

項

（

同

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

も

の 

百

分

の

一 

 
 

二 
法

第

四

百

五

十

一

条

第

二

項

（

同

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

も

の 

百

分

の

二 

 
 

三 

法

第

四

百

五

十

一

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

も

の 

百

分

の

三 

 
 

（

環

境

性

能

割

の

徴

収

の

方

法

） 

 

第

三

十

八

条

の

四 

環

境

性

能

割

の

徴

収

に

つ

い

て

は

、

申

告

納

付

の

方

法

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 
 

（

環

境

性

能

割

の

申

告

納

付

） 

 

第

三

十

八

条

の

五 

環

境

性

能

割

の

納

税

義

務

者

は

、

法

第

四

百

五

十

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

又

は

日

ま

で

に

、

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

四

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

す

る

と

と

も

に

、

そ

の

申

告

に

係

る

環

境

性

能

割

額

を

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

２ 

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

の

取

得

者

（

環

境

性

能

割

の

納

税

義

務

者

を

除

く

。

）

は

、

法

第

四

百

五

十

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

又

は

日

ま

で

に

、

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

四

様

式

に

よ

る

報

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 
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（

環

境

性

能

割

に

係

る

不

申

告

等

に

関

す

る

過

料

） 

 
第

三

十

八

条

の

六 

環

境

性

能

割

の

納

税

義

務

者

が

前

条

の

規

定

に

よ

り

申

告

し

、

又

は

報

告

す

べ

き

事

項

に

つ

い

て

正

当

な

事

由

が

な

く

て

申

告

又

は

報

告

を

し

な

か

つ

た

場

合

に

は

、

そ

の

者

に

対

し

、

十

万

円

以

下

の

過

料

を

科

す

る

。 

 

２ 

前

項

の

過

料

の

額

は

、

区

長

が

定

め

る

。 

 

３ 

第

一

項

の

過

料

を

徴

収

す

る

場

合

に

お

い

て

発

す

る

納

入

通

知

書

に

指

定

す

べ

き

納

期

限

は

、

そ

の

発

し

た

日

か

ら

十

日

以

内

と

す

る

。 

 
 

（

環

境

性

能

割

の

減

免

） 

 

第

三

十

八

条

の

七 

区

長

は

、

公

益

の

た

め

直

接

専

用

す

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

又

は

第

四

十

六

条

の

二

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

軽

自

動

車

等

（

三

輪

以

上

の

も

の

に

限

る

。

）

の

う

ち

必

要

と

認

め

る

も

の

に

対

し

て

は

、

環

境

性

能

割

を

減

免

す

る

。 

 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

環

境

性

能

割

の

減

免

を

受

け

る

た

め

の

手

続

そ

の

他

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

は

、

規

則

で

定

め

る

。 

 
 

第

三

十

九

条

の

見

出

し

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

軽

自

動

車

税

の

税

率

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

軽

自

動

車

等

に

対

し

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

軽

自

動

車

等

に

対

し

て

課

す

る

種

別

割

の

税

率

は

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 
 

二 

軽

自

動

車

及

び

小

型

特

殊

自

動

車 

 
 
 

イ 

軽

自

動

車 
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⑴ 

二

輪

の

も

の

（

側

車

付

の

も

の

を

含

む

。

） 

年

額 

三

千

六

百

円 

 
 
 
 

⑵ 

三

輪

の

も

の 

年

額 

三

千

九

百

円 

 
 
 
 

⑶ 

四

輪

以

上

の

も

の 

 
 
 
 
 

ⅰ 

乗

用

の

も

の 

 
 
 
 
 
 
 
 

営

業

用 

年

額 

六

千

九

百

円 

 
 
 
 
 
 
 
 

自

家

用 

年

額 

一

万

八

百

円 

 
 
 
 
 

ⅱ 
貨

物

用

の

も

の 

 
 
 
 
 
 
 
 

営

業

用 

年

額 

三

千

八

百

円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

自

家

用 

年

額 

五

千

円 

 
 
 
 

⑷ 

専

ら

雪

上

を

走

行

す

る

も

の 

年

額 

三

千

六

百

円 

 
 
 

ロ 

小

型

特

殊

自

動

車 

 
 
 
 

⑴ 

農

耕

作

業

用

の

も

の 

年

額 

二

千

四

百

円 

 
 
 
 

⑵ 

そ

の

他

の

も

の 

年

額 
五

千

九

百

円 
 

 
 

第

四

十

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

及

び

第

四

十

二

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

三

条

の

見

出

し

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

、

「

本

節

」

を

「

こ

の

節

」

に

、

「

第

三

十

三

号

の

四

様

式

」

を

「

第

三

十

三

号

の

四

の

二

様

式

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

及

び

第

三

項

中

「

第

三

十

三

号

の

四

様

式

」

を

「

第

三

十

三

号

の

四

の

二

様

式

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

第

三

（ ）  （ ）  
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十

七

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

七

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

四

条

の

見

出

し

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

第

三

十

七

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

七

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

五

条

第

二

項

中

「

第

四

百

四

十

三

条

」

を

「

第

四

百

四

十

五

条

」

に

、

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

、

同

条

第

九

項

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

六

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

四

十

六

条

の

二

の

見

出

し

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

掲

げ

る

軽

自

動

車

等

」

の

下

に

「

の

う

ち

必

要

と

認

め

る

も

の

」

を

加

え

、

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

の

う

ち

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

も

の

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

、

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

軽

自

動

車

税

」

を

「

種

別

割

」

に

改

め

る

。 

 
 

付

則

第

五

条

の

二

の

次

に

次

の

五

条

を

加

え

る

。 

 
 

（

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

） 

 

第

五

条

の

三 

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

賦

課

徴

収

は

、

当

分

の

間

、

第

一

章

第

三

節

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

東

京

都

が

、

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

賦

課

徴

収

の

例

に

よ

り

、

行

う

も

の

と

す

る

。 

 
 

（

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

減

免

の

特

例

） 

 

第

五

条

の

四 

区

長

は

、

当

分

の

間

、

第

三

十

八

条

の

七

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

東

京

都

」 
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知

事

が

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

を

減

免

す

る

自

動

車

に

相

当

す

る

も

の

と

し

て

区

長

が

定

め

る

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

し

て

は

、

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

を

減

免

す

る

。 

 
 

（

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

申

告

納

付

の

特

例

） 

 

第

五

条

の

五 

第

三

十

八

条

の

五

の

規

定

に

よ

る

申

告

納

付

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

条

中

「

区

長

」

と

あ

る

の

は

、

「

東

京

都

知

事

」

と

す

る

。 

 
 

（

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

に

係

る

徴

収

取

扱

費

の

交

付

） 

 

第

五

条

の

六 
区

は

、

東

京

都

が

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

賦

課

徴

収

に

関

す

る

事

務

を

行

う

た

め

に

要

す

る

費

用

を

補

償

す

る

た

め

、

法

附

則

第

二

十

九

条

の

十

六

第

一

項

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

を

、

徴

収

取

扱

費

と

し

て

東

京

都

に

交

付

す

る

。 

 
 

（

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

の

税

率

の

特

例

） 

 

第

五

条

の

七 

営

業

用

の

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

す

る

第

三

十

八

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

同

条

の

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

      

２ 

自

家

用

の

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

す

る

第

三

十

八

条

の

三

（

第

三

号

に

係

る

部

分

第

三

号 

第

二

号 

第

一

号 

百

分

の

三

百

分

の

二

百

分

の

一

百

分

の

二

百

分

の

一

百

分

の

〇

・

五
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に

限

る

。

）

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

百

分

の

三

」

と

あ

る

の

は

、

「

百

分

の

二

」

と

す

る

。 

 
 

付

則

第

六

条

の

見

出

し

中

「

軽

自

動

車

税

」

の

下

に

「

の

種

別

割

」

を

加

え

、

同

条

第

一

項

中

「

初

め

て

道

路

運

送

車

両

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）

第

六

十

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

よ

る

」

を

「

最

初

の

法

第

四

百

四

十

四

条

第

三

項

に

規

定

す

る

」

に

改

め

、

「

軽

自

動

車

税

」

の

下

に

「

の

種

別

割

」

を

加

え

、

同

項

の

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

        
 

付

則

第

六

条

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

を

削

る

。 

 

（

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

三

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

四

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

付

則

第

五

条

中

「

軽

自

動

車

税

」

の

下

に

「

の

種

別

割

」

を

加

え

、

「

新

条

例

第

三

十

九

条

第

一

項

及

び

新

条

例

付

則

第

六

条

第

一

項

」

を

「

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

三

十

九

条

 

第

二

号

イ

⑶

ⅱ 

 

第

二

号

イ

⑶

ⅰ 

第

二

号

イ

⑵ 

五

千

円

三

千

八

百

円

一

万

八

百

円

六

千

九

百

円

三

千

九

百

円

六

千

円

四

千

五

百

円

一

万

二

千

九

百

円

八

千

二

百

円

四

千

六

百

円

（ ）  （ ）  
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第

一

項

及

び

付

則

第

六

条

」

に

改

め

、

「

上

欄

に

掲

げ

る

」

の

下

に

「

同

条

例

の

」

を

加

え

、

同

条

の

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

                 

 

付

則

第

六

条

の

表

第

二

号

イ

⑵

の

項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

付

則

第

六

条 

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

⑶

ⅱ 

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

⑶

ⅰ 

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

⑵ 

三

千

九

百

円

第

二

号

イ

⑵ 

第

三

十

九

条

第

一

項 

五

千

円

三

千

八

百

円

一

万

八

百

円

六

千

九

百

円

三

千

九

百

円

三

千

百

円

平

成

二

十

六

年

改

正

条

例

付

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

⑵

 
 江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

四

十

八

号

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

平

成

二

十

六

年

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

付

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

第

三

十

九

条

第

一

項 

 

四

千

円

三

千

円

七

千

二

百

円

五

千

五

百

円

三

千

百

円

（ ）  （ ）  



第１４号議案 

- 13 - 

 

             
 
 
 

 
 
 

付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

一

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

一 

第

一

条

（

次

号

に

掲

げ

る

改

正

規

定

を

除

く

。

） 
公

布

の

日 

 

二 

第

一

条

中

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

四

十

六

条

第

二

項

の

改

正

規

定

、

同

条

例

第

四

  

付

則

第

六

条

の

表

第

二

号

イ

⑶

ⅱ

の

項 
 
 
 
 
 
 

 

  

付

則

第

六

条

の

表

第

二

号

イ

⑶

ⅰ

の

項 
 
 
 
 
 
 

 

五

千

円

三

千

八

百

円

第

二

号

イ

⑶

ⅱ 

一

万

八

百

円

六

千

九

百

円

第

二

号

イ

⑶

ⅰ 

四

千

円

三

千

円

平

成

二

十

六

年

改

正

条

例

付

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

⑶

ⅱ 

七

千

二

百

円

五

千

五

百

円

平

成

二

十

六

年

改

正

条

例

付

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

第

三

十

九

条

第

一

項

第

二

号

イ

⑶

ⅰ 
（ ）  （ ）  

（ ）  （ ）  

（ ）  （ ）  
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十

六

条

の

二

第

二

項

の

改

正

規

定

（

同

項

第

二

号

の

改

正

規

定

を

除

く

。

）

並

び

に

同

条

第

三

項

及

び

同

条

例

付

則

第

六

条

の

改

正

規

定

並

び

に

付

則

第

三

条

及

び

第

四

条

の

規

定

 

平

成

二

十

九

年

四

月

一

日 

 

（

軽

自

動

車

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

二

条 
第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

次

項

に

お

い

て

「

三

十

一

年

新

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

中

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

三

十

一

年

十

月

一

日

以

後

に

取

得

さ

れ

た

三

輪

以

上

の

軽

自

動

車

に

対

し

て

課

す

る

軽

自

動

車

税

の

環

境

性

能

割

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

２ 

三

十

一

年

新

条

例

の

規

定

中

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

三

十

二

年

度

以

後

の

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

三

十

一

年

度

分

ま

で

の

軽

自

動

車

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

第

三

条 

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

二

十

九

年

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

四

十

六

条

第

二

項

並

び

に

第

四

十

六

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

は

、

平

成

二

十

九

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

か

ら

適

用

す

る

。 

第

四

条 

二

十

九

年

新

条

例

付

則

第

六

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

九

年

度

分

の

軽

自

動

車

税

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 
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（

説

明

） 

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

に

つ

い

て

、

個

人

住

民

税

の

税

額

控

除

の

適

用

期

間

を

平

成

四

十

一

年

度

か

ら

平

成

四

十

三

年

度

ま

で

に

延

長

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


